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３【事業の内容】 

 当社は、株式会社ダイセキの企業グループに属しており、汚染土壌の調査・処理事業、廃蛍光灯等のリサイク

ルを中心とするリサイクル事業及び環境分析事業を主な事業内容としております。部門別の事業内容は次のとお

りであります。 

① 土壌汚染調査・処理部門・・・汚染土壌の調査から浄化処理まで一貫して請負っております。調査計画を立

案するコンサルティング業務から、現地調査、サンプリングした土壌の分析、

汚染土壌の処理まで、全工程を自社で対応できる「土壌汚染対策のトータル

ソリューション企業」であることが、当社の特徴です。 

（土壌調査部門） 

地歴等を調査する資料等調査、現地ボーリング調査、サンプル土壌の分析を

行っております。また、調査計画の立案、調査結果に基づいた土壌処理対策

の立案まで、調査にかかわる全工程を自社で対応できるため、情報管理、迅

速性、価格競争力等で、他社との差別化を図っております。 

（土壌処理部門） 

主な処理方法としては、汚染土壌の掘削除去です。掘削除去した土壌は、当

社リサイクルセンターで加工され、セメント原料として再利用されます。 

掘削除去は、浄化の確実性と迅速性に優れた処理方法ですが、除去した土壌

の適正処理にコストがかかる傾向があります。当社は、セメントのリサイク

ル原料に加工することにより、土壌の処理費用を低減することで、他社との

差別化を図っております。また、さらなる競争力強化のため、VOC汚染土壌

浄化施設（平成17年12月完成、愛知県より汚染土壌浄化施設に認定）及び重

金属汚染土壌洗浄施設（平成19年2月完成）を名古屋リサイクルセンター内

に設置し、処理方法の多様化を推進しております。 

② リサイクル部門・・・・・・・主に廃蛍光灯の収集運搬及び破砕処理と廃乾電池、廃バッテリーの収集運搬

を行っております。廃蛍光灯、廃乾電池は微量ながら水銀を含んでいるため、

適正に水銀を回収しリサイクルを行っている最終処分業者に、また、廃バッ

テリーは鉛のリサイクルを適正に行っている中間処理業者に、それぞれ処理

を委託しております。 

③ 環境分析部門・・・・・・・・主に産業廃棄物及び土壌の分析を行っております。当社は、このような環境

分析に関する「計量証明事業」の認定を受けているため、特に土壌の分析に

ついては、当社の加工したリサイクル原料の品質管理という観点から、原料

を使用するセメント工場からの信頼性の向上に役立っております。 

④ その他・・・・・・・・・・・主に賃貸マンションの経営を行っております。 

 

［事業系統図］ 

 

 （注）１．当社は、株式会社ダイセキと本社建屋等の賃借契約を締結しておりましたが、平成19年12月１日に契約

を解消し、本書提出日現在において、同賃借を行っておりません。 

 

(親会社) 

株式会社 

ダイセキ 

 

（当   社） 

株式会社 

ダイセキ環境 

ソリューション 

 

 

顧 客

環境分析受託 

産業廃棄物処理受託 

（廃蛍光灯・廃乾電池等）

産業廃棄物処理委託

  （汚泥） 

土壌汚染調査･処理受託 

環境分析受託 

産業廃棄物処理受託 

外 注 先 

（セメント会社・収集運搬会社等）

土壌汚染処理委託 
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２．株式会社グリーンアローズホールディングス（廃石膏ボードリサイクル事業、平成19年９月25日設立）

は、当社の関連会社ですが、現時点では実質的な事業活動を開始していないため、上記事業系統図には

記載しておりません。 

 

 

４【関係会社の状況】 

名称 住所 
資本金 
（百万円）

主要な事業の
内容 

議決権の被
所有割合 
（％） 

関係内容 

(親会社) 
株式会社ダイセキ 

名古屋市港区 3,701 
産業廃棄物 
中間処理 

60.5
環境分析の受託、産業廃棄
物の処理受託・委託、建物
等の賃借。 

 （注）有価証券報告書を提出しております。 

 

 

５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

  平成19年2月28日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

59 37.4 2.9 5,862,701 

 （注）１．従業員数は、嘱託社員及び社外から当社への出向者を含んだ数で記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３．従業員数が当期において12人増加しましたのは、事業拡張に伴う採用によるものであります。 

 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係については良好であります。 
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４【事業等のリスク】 

 当社の経営成績、財務状態及び株価等、投資者の判断に重要な影響を与える可能性のあるリスクは以下のよう

なものがあります。当社として必ずしも特に重要なリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、

あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する積極的な情

報開示の観点から記載しております。 

 当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生の際の対応に努力する方針です

が、当社株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本頁以外の記載を慎重に検討の上、行われる必要がある 

と考えられます。 

 

(1）法的規制リスク 

 当社の事業に係る主要な法的規制は以下のとおりであります。当社では、コンプライアンス勉強会を定期的

に実施するなど、法的規制の遵守を徹底しておりますが、これらの規制に抵触することがあった場合には、営

業の停止命令や許可取消し等の行政処分を受ける可能性があります。 

 なお、当社の主たる事業の前提となる許認可は以下のとおりであります。 

区分 許可団体 許可番号 許可期限 

土壌汚染調査 環境省 環2003-1-164 － 

汚染土壌浄化施設 愛知県  第2号 － 

建設業（特定建設業） 愛知県 愛知県 特-16第39449号 平成21年5月19日 

産業廃棄物処分業 横浜市 56-20-068603 平成21年9月30日 

産業廃棄物処分業 名古屋市 6420068603 平成22年3月29日 

産業廃棄物処分業 愛知県 02320068603 平成22年8月4日 

産業廃棄物処分業 大阪市  平成24年4月26日 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 岡崎市 10550068603 平成24年12月19日 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 
（積替え、保管含む） 

名古屋市 6460068603 平成20年1月31日 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 愛知県 2350068603 平成24年12月19日 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 豊田市 9050068603 平成20年3月2日 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 豊橋市 9650068603 平成20年3月13日 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 三重県 2450068603 平成20年2月12日 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 岐阜県 2150068603 平成20年3月25日 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 岐阜市 6150068603 平成20年3月9日 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 静岡市 6251068603 平成20年3月13日 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 浜松市 6353068603 平成20年3月16日 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 静岡県 2251068603 平成20年3月13日 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 東京都 13-57-068603 平成20年11月24日 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 栃木県 0950068603 平成21年1月8日 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 千葉県 1250068603 平成21年2月1日 

産業廃棄物収集運搬業 
（積替え、保管含む） 

名古屋市 6410068603 平成23年3月27日 

産業廃棄物収集運搬業 
（積替え、保管含む） 

愛知県 02310068603 平成23年3月14日 

産業廃棄物収集運搬業 
（積替え、保管含む） 

大阪市  平成24年4月26日 

産業廃棄物収集運搬業 岡崎市 10500068603 平成23年3月26日 

産業廃棄物収集運搬業 豊田市 9000068603 平成24年1月29日 
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区分 許可団体 許可番号 許可期限 

産業廃棄物収集運搬業 豊橋市 9600068603 平成24年2月17日 

産業廃棄物収集運搬業 三重県 2400068603 平成23年3月29日 

産業廃棄物収集運搬業 岐阜県 2100068603 平成23年4月2日 

産業廃棄物収集運搬業 岐阜市 6100068603 平成20年3月9日 

産業廃棄物収集運搬業 静岡市 6201068603 平成20年3月13日 

産業廃棄物収集運搬業 浜松市 6303068603 平成20年3月16日 

産業廃棄物収集運搬業 横浜市 56-00-068603 平成22年1月31日 

産業廃棄物収集運搬業 川崎市 5700068603 平成22年1月31日 

産業廃棄物収集運搬業 さいたま市 10100068603 平成22年2月15日 

産業廃棄物収集運搬業 静岡県 2202068603 平成20年3月13日 

産業廃棄物収集運搬業 東京都 13-00-068603 平成20年11月24日 

産業廃棄物収集運搬業 栃木県 0900068603 平成21年1月8日 

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 1200068603 平成21年2月1日 

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 1403068603 平成22年2月2日 

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 1101068603 平成22年2月15日 

計量証明事業 愛知県 愛知県 第268号      － 

 

① 建設業関係法令 

 当社の土壌汚染処理事業は、原位置で処理する場合と、土壌を掘削し、掘削除去した土壌を処理する場合

があり、原位置での処理と土壌の掘削については、土木工事に該当するため、「建設業法」の規制を受けま

す。 

 当社は、土木工事業等について「特定建設業」の許可を取得しておりますが、万一、「建設業法」に抵触

し、当該営業の全部又は一部の停止命令や許可取消等の行政処分を受けた場合は、当社の事業展開に影響を

与える可能性があります。 

 

② 産業廃棄物処理業関係法令 

 当社のリサイクル事業は、主に廃蛍光灯の収集運搬及び破砕処理と廃乾電池、廃バッテリーの収集運搬を

行い、適切にリサイクルを実施している最終処分業者へ搬入することを内容としておりますが、当該事業は、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、「廃掃法」という。）の規制を受けます。 

 当社は、「廃掃法」に基づいて、廃蛍光灯の破砕による中間処理と、廃蛍光灯、廃乾電池、廃バッテリー

等を収集運搬するために必要な許可をそれぞれ取得しておりますが、万一、「廃掃法」に抵触し、当該営業

の全部又は一部の停止命令や許可取消等の行政処分を受けた場合は、当社の事業展開に影響を与える可能性

があります。 

 

③ 土壌汚染調査関係法令 

 当社の土壌汚染調査事業は、工場跡地等の不動産の売買時や、同土地の再開発時等に汚染の有無を確認す

るための調査ですが、「土壌汚染対策法」で土壌汚染状況調査を義務付けられた区域の調査は、環境大臣に

よる指定を受けた「指定調査機関」が調査を行なうこととされております。 

 当社は、「指定調査機関」の指定を受けております。当社は過去において行政処分を受けた事実はありま

せんが、万一、次のいずれかに該当するときは「土壌汚染対策法」に抵触し、その指定が取り消される可能

性があります。「指定調査機関」の指定を取り消された場合は、「土壌汚染対策法」で土壌汚染状況調査を

義務付けられた区域の調査を受注することができなくなるため、当社の事業展開に影響を与える可能性があ

ります。 

    ⅰ.欠格条項（土壌汚染対策法第11条）のいずれかに該当するに至ったとき。 

    ⅱ.土壌汚染対策法第13条第1項（事業所の所在地の変更の届出）又は第15条第1項（業務規程の届出）の

規程に違反したとき。 
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    ⅲ.土壌汚染状況調査の実施又はその方法の改善命令（土壌汚染対策法第14条第3項）又は適合命令（土

壌汚染対策法第16条）に違反したとき。 

    ⅳ.不正の手段により指定を受けたとき。 

 

④ 計量証明関係法令 

     当社の計量証明事業は、土壌中の有害物質の分析や、廃棄物の成分分析を主に行っており、当該事業は

「計量法」の規制を受けます。 

当社は、「計量証明事業」の認定を受けております。当社は過去において行政処分を受けた事実はありま

せんが、万一、取消条項である、計量法第113条の次のいずれかに該当するときは「計量法」に抵触し、そ

の登録が取り消される可能性があります。「計量証明事業」認定の取消等の行政処分を受けた場合は、当社

の事業展開に影響を与える可能性があります。 

ⅰ.計量法第59条第（事業所の所在地の変更等の届出）の規程に違反したとき。 

ⅱ.計量法第110条第1項の規定による届出に係る事業規程を実施していないと認めるとき。 

ⅲ.計量証明事業についての不正の行為をしたとき。 

ⅳ.不正の手段により登録を受けたとき。 

 

 (2）市場ニーズの変化 

 当社の営業収入のうち、重要な部分を占める土壌汚染調査・処理の需要は、企業の環境投資や「土壌汚染対

策法」及び各地方自治体により施行される条例等の影響を受けます。 

 例えば、土壌汚染調査が必要な場合は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合（土壌汚染対策法）

や3,000㎡以上の面積の土地を改変する場合（都民の健康と安全を確保する環境に関する条例）等法令や条例

等により具体的に決められており、その際の調査方法、浄化対策等もそれぞれ法令や条例等で基準が設定され

ております。 

 今後、法令や条例等が新設又は改正される場合、その内容によっては、調査、処理の機会が増加し、調査方

法、浄化対策等の基準もさらに厳しくなると考えられます。その結果、土壌汚染調査・処理の需要が拡大する

可能性がありますが、法規制の強化に当社が対応できない場合は、拡大する需要を受注に結びつけられず、当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 (3）競争の状況 

 土壌汚染調査・処理事業に参入している業者は増加しており、競争は激化しております。土壌汚染調査・処

理事業の市場は、平成15年2月に施行された「土壌汚染対策法」を契機に拡大した新しい市場であり、多くの

業種からの新規参入者があったためです。当該事業には、地質調査会社（現地ボーリング調査）、計量証明事

業者（土壌の有害物質分析）、建設業者（原位置浄化、掘削除去）、産業廃棄物処理業者（土壌処理）等の多

くの業種が、それぞれの得意分野（( )内は各社の得意分野を示す。）を活かして参入しております。当社は、

ある特定の得意分野だけではなく、調査計画を立案するコンサルティング業務から、現地調査、サンプリング

した土壌の分析、汚染土壌の処理まで、幅広く自社で対応できる「土壌汚染対策のトータルソリューション企

業」として、他社との差別化をはかっておりますが、競合他社との受注競争が激化する中で、厳しい条件で受

注する傾向が進みますと、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(4）売上計上時期が計画から遅れる可能性 

 土壌汚染調査・処理は多くの場合、工場閉鎖、土壌調査、工場解体、土壌処理、新しい建築物（マンション

等）の建設という一連の工程の中で実施されます。したがって、何らかの事情で工場閉鎖時期が遅れる、又は

解体工事の着工が遅れる等、当社に起因しない事情により、土壌汚染調査・処理の実施時期が遅れる場合があ

ります。また、汚染の状況によっては、追加調査が必要な場合があります。このような場合は、調査期間が長

引く若しくは土壌汚染処理の実施時期が遅れることもあるため、結果として売上計上時期が計画から遅れる可

能性があります。 

 



－  － 
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(5）汚染の状況によって、処理費用が変動する可能性 

 汚染土壌の処理費用は、事前に土壌のサンプルをもとに積算し、処理価格を決定しますが、実際の処理土壌

が土壌のサンプルと状況が違う場合は、処理費用が変動する可能性があります。その場合は、顧客へ説明し、

処理価格の変更を行いますが、例えばリサイクル処理か、それ以外の処理かにより利益率が異なるため、利益

率の低い処理方法を選択せざるを得ない場合は、予定の利益を確保できない可能性があります。 

 

(6）セメント工場での汚染土壌受入態勢に変化がある可能性 

 国内のセメント工場は、当社が汚染土壌を加工して生産したリサイクル原料を継続的に受入れる態勢をとっ

ております。しかしながら、各工場では、設備の定期修理等で、半月から1ヶ月程度、セメント生産を全部又

は一部停止する場合があります。その期間中は、原料の受入を中断、又は受入量を減らすため、汚染土壌の受

入態勢に変化があります。停止時期は、各工場でまちまちであるため、当社は、全国規模で、受入先の工場を

確保することでリスクを回避しており、他社との差別化を図っておりますが、万一、セメント工場の受入態勢

の変化に対応できない場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 (7）リサイクルセンター（名古屋・横浜・大阪）への投資額とその回収リスク 

 当社は、土壌汚染処理の旺盛な需要に対応するため、平成16年に愛知県東海市及び神奈川県横浜市に土地を

購入し、名古屋リサイクルセンター、横浜リサイクルセンターを総投資額約15億円で建設し、その一部を借入

金により調達しております。また、前事業年度においては、両リサイクルセンターを増設しており、この増設

に係る投資額約3億円の設備投資についても借入金により調達しております。さらに当事業年度におきまして

は、大阪リサイクルセンター建設のため、総枠20億円のシンジケートローンを組み、用地購入のため12億円の

借入を実施しております。 

各リサイクルセンターは、受け入れた土壌を適正に管理し、低コストかつ迅速な土壌汚染処理を実現するこ

とで、他社との差別化が図られると考えておりますが、稼動状況及び金利水準の変動によっては、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(8）親会社との関係（グループ内の位置づけ、取引関係、人的関係） 

 

① ダイセキグループ内における当社の位置付け 

 グループ内における当社の位置付けは次の相関図のとおりであります。 

 



－  － 
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 当社は親会社である株式会社ダイセキを中心とする企業グループ（以下「ダイセキグループ」という。）

の一員であります。ダイセキグループは産業廃棄物処理と資源リサイクルを主たる事業とし、当社を含む連

結子会社3社で構成されております。当社は主として土壌汚染の分野で事業を展開しておりますが、ダイセ

キグループで土壌汚染調査及び浄化処理に関する事業を行っているのは当社のみであります。 

 

 （注）１．当社は、株式会社ダイセキと本社建屋等の賃借契約を締結しておりましたが、本社建屋のうち当社使用

部分を同社より購入したため、平成19年12月１日に同契約を解消し、本書提出日現在において、同賃借

を行っておりません。 

２．株式会社グリーンアローズホールディングス（廃石膏ボードリサイクル事業、平成19年９月25日設立）

は、当社の関連会社ですが、現時点では実質的な事業活動を開始していないため、上記相関図には記載

しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 親会社 ) 

株 式 会 社 

ダ イ セ キ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顧客 

産業廃棄物処理受託

石油製品 ･商品販売

北陸ダイセキ

株 式 会 社

産業廃棄物処理受託

石油部門製品･商品販売

産業廃棄物処理受託 

石油製品･商品販売 

石 油 商 品 販 売 

購 買 先 

石油関連商品購入

（当 社） 

株 式 会 社

ダイセキ環境

ソリューション

環 境 分 析 受 託

産業廃棄物処理受託

(廃蛍光灯･廃乾電池等)

産業廃棄物処理委託

(汚泥) 

土壌汚染調査･処理受託 

環 境 分 析 受 託 

産業廃棄物処理受託 

外 注 先 

（セメント会社・収集運搬会社等）

土壌汚染処理委託 

田 村 産 業

株 式 会 社

産業廃棄物処理受託

使用済バッテリー販売

購 買 先 

使用済バッテリー購入 

再 生 鉛 等 販 売 

（注）１． 



－  － 

 

 

14

② 親会社である株式会社ダイセキとの取引関係 

 当事業年度における当社と親会社との取引関係は以下のとおりです。 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容 

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社 
株式会社
ダイセキ 

名古屋市 
港区 

3,701,058 
産業廃棄
物中間処
理 

(被所有)
直接 
60.5 

  ― 
 

環境分
析の受
託、産
業廃棄
物処理
の受
託・委
託 

産業廃棄物
処理の委託
（注）1 

10,847 

 
 
買掛金 
 
 

200

環境分析・
産業廃棄物
処理の受託
（注）1 

168,495 売掛金 12,074

本社建屋等
の賃借 
（注）2 

16,800 - -

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注）１．市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

２．近隣の取引実勢等に基づいて賃借料金額を決定しております。なお、当社は、株式会社ダイセキと本社

建屋等の賃借契約を締結しておりましたが、平成19年12月１日に契約を解消し、本書提出日現在におい

て、同賃借を行っておりません。 

３. 上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

③ 親会社である株式会社ダイセキとの人的関係 

ⅰ 役員の兼務について 

 該当事項はありません。 

 

ⅱ 従業員の受入れ等について 

 該当事項はありません。 

 

(9）小規模会社であること 

 平成19年２月28日現在、当社は役員７名及び従業員59名の小規模な組織であり、社内管理制度もこの規模に

応じた組織体制で対応しております。現在は、社内教育と社員のモラルに基づいた組織運営で、内部統制、内

部牽制は適正に機能しております。今後は、事業の拡大に伴い、管理体制をさらに充実させていくため、組織

の拡大に応じた人材育成、人材補強を行なう方針ですが、それらの施策が適切に実行できない場合には、事業

の運営に支障が生じ、当社の成長に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(10）業歴が短いこと 

 当社は、平成８年11月に、株式会社ダイセキのプラント部門が分離して「株式会社ダイセキプラント」とし

て設立されました。その後、平成12年６月に、土壌汚染調査・処理事業に進出し、同事業が当社の主たる業務

となっております（当事業年度における同事業の売上比率95.6％）。 

 従いまして、現在の主たる業務の業歴は約７年と短いため、期間比較に十分な財務数値を得ることができず、

過年度の財政状態及び経営成績は、今後の当社の売上高、利益等の成長性を判断するには不十分な面がありま

す。 

 

(11）過去の業績推移に連続性がないこと 

 当社は、平成８年11月に、株式会社ダイセキのプラント部門が分離して「株式会社ダイセキプラント」とし

て設立されました。その後、平成12年４月にリサイクル事業、平成12年６月に土壌汚染調査・処理事業、平成

13年１月に環境分析事業にそれぞれ進出いたしました。その後、土壌汚染調査・処理事業に専念するため、平

成15年２月に創業時以来の主たる事業であったプラント部門を閉鎖し、当該部門に所属していた５名は株式会

社ダイセキへ転籍しております。 



－  － 
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 当社の最近5年間における部門別売上高は、以下のとおりです。 

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月 平成15年２月期 平成16年２月期 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期

土壌汚染調査・処理（千円） 221,053 1,214,617 2,226,660 2,942,719 5,396,143 

リサイクル（千円） 129,008 153,029 108,415 175,894 123,808 

環境分析（千円） 101,767 116,623 107,084 77,092 95,255 

プラント（千円） 2,027,848 － － － － 

その他（千円） 85,199 58,779 52,834 19,761 27,936 

合計（千円） 2,564,878 1,543,049 2,494,993 3,215,467 5,643,143 

 以上のとおり、主たる事業内容に連続性がないため、過去の経営成績から、今後の経営成績を判断するには、

注意が必要です。 

 

(12）有利子負債について 

  当社は、増大する需要に対応すべく、汚染土壌の処理能力向上のため、リサイクルセンター建設等の設備投

資資金を主として金融機関からの借入金により調達しており、有利子負債依存度は平成18年2月期49.9％、平

成19年2月期51.8％と高い水準にあります。また、売上高に対する支払利息の比率は平成18年2月期0.3％、平

成19年2月期0.3％となっております。 

  営業キャッシュ・フローの改善等、継続して資金回転の向上に努めておりますが、今後の金利動向等金融 

情勢の変化により、当社の財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(13）建築確認許可の滞留の影響について 

平成19年６月に改正建築基準法が施行された影響により、建築確認許可が遅れるケースが増加し、平成19年

７月以降の住宅着工戸数（国土交通省公表）は前年同月比で減少しております。建築確認許可が遅れた場合に

は解体・建設着工に遅れが発生します。汚染土壌処理の一部の案件では解体・建設着工と同時に掘削除去を行

うケースもあり、それらの案件では当社の土壌搬出作業に遅れが発生します。現状の当社の受注状況には顕著

な影響は認められませんが、この影響が長期化した場合は、工期の延期・延長により当社受注時期が変更され

ることにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(14）廃石膏ボードリサイクル事業への参入について 

当社は、平成19年９月７日に開催いたしました取締役会における決議に基づき、廃石膏ボードのリサイクル

事業会社のホールディングカンパニーとして平成19年９月25日に設立された株式会社グリーンアローズホール

ディングスへ49,500千円（当社の持株比率19.6％）の出資を行い、平成20年１月９日に当該事業用地（愛知県

東海市、7,041㎡、取得金額403百万円）の取得を決定いたしました。当該事業に必要な許可の取得時期は未定

であり、許可の内容も確定していないため、必要な設備投資の詳細は未確定であります。 

当該事業は、当社にとって新しいビジネスモデルであることに加え、予定している操業開始時期までに許

可を得ることができなかった場合、あるいは、当社が想定している内容の許可を得ることができなかった場

合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

 





























































































 
 

「１株当たり指標」の遡及修正数値について 

 
 
 
 当社は、平成 16 年８月 31 日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。ま
た、平成 17年 10月 20日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。さらに、
平成 19年 9月 1日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 
 そこで、株式会社名古屋証券取引所の引受担当責任者宛通知「『上場申請のための有価証

券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（平成 18年５月２日付名証自規 G第 15
号）に基づき、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり指

標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。 
 なお、第７期、第８期、第９期、第 10 期及び第 11 期の数値については、監査法人トー
マツの監査を受けておりません。 
 第７期 第８期 第９期 第 10期 第 11期 

平成 15年２月期 平成 16年２月期 平成 17年２月期 平成 18年２月期 平成 19年２月期

１株当たり純資産額（円） 12,731.18 14,844.43 20,319.18 22,217.38 28,339.40

１株当たり当期純利益（円） 904.48 2,041.13 934.12 1,898.19 6,122.02

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益（円） ― ― ― ― ―

１株当たり配当金額（円） ― ― ― ― ―

（注） 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 
 

以上 
 
 
 




